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当社のモジュール部分はカスタマー仕様であるため、

技術や仕様的に完全な模倣品を製造することは困難であ

るが、最近の模倣品製造国の驚異的な成型技術を駆使す

れば、消費者から見えるケース部分を模倣することは簡

単である。そして、ケース部分の模倣すなわちネーミン

グやデザインの模倣がコンシューマ向けの小型電子機器

に多く見受けられるといった構図ができあがることにな

る。これらを保護するためには模倣品製造国や流通国に

おける選択と集中による商標や意匠のグローバルな出願

戦略が重要で、特に保護制度が未だ国際的にも弱い意匠

の出願戦略が重要となる。

模倣品対策に関する事例は種々のメディアで各社から

披露されているのでこの場ではフェーズを変えて、当社

商品デジタルウォッチ「G - S H O C K」の模倣品を例にあ

げて、あまり触れることのない商標・意匠の出願戦略や

権利化プロセスからその権利活用である模倣品対策につ

いて言及したい。

2 .「G - S H O C K」の誕生

「G - S H O C K」は今から2 2年前の1 9 8 3年に誕生したタ

フネス構造のデジタルウォッチである。当時、時計は壊

れやすいものとの常識があったが、これを覆しスポーツ

やアウトドアでも使用できる強靭な時計、すなわち寿命

1 0年、防水1 0気圧、1 0 mの高さからの落下でも耐えら

れる時計「トリプル1 0」をテーマに掲げて開発したも

のである。種々のメディアに3階のトイレの窓から試作

品を落としてみては開発を繰り返したという開発ストー

リーが紹介されていように、「G - S H O C K」の「G」は

“G r a v i t y”（重力）の「G」で、重力のショックにも耐

えられるタフな時計への開発の思いをネーミングしたも

のである。モジュール部分をウレタンで包んで浮かせ、

ボタン、ガラスや裏蓋部分を包み込むような突起部分で

保護する構造としたため、大きく、ゴツゴツとした厚い

時計となり日本人の細い腕には少々大きすぎ、また時計

への既成概念があってなかなか売れなかった。1 9 8 5年

頃から米国で売れ始め、1 9 9 1年の米国におけるストリ

ートファッションの大流行でジーンズに似合うウォッチ

として世界中でブームがおき、1 9 9 7年には年間6 0 0万

本を販売しても品薄となりプレミアが付くほどとなっ

た。「G - S H O C K」は発売開始以来累計で約1 0 0 0モデル、

約3 0 0 0万本以上を販売している（図2～3）。

このように「G - S H O C K」のデザインは従来の時計の

常識からかけ離れたもので、またネーミングも思い入れ

のある特異なもので独創性の高いデザインやネーミング

となったため、商標や意匠担当者としては権利化がし易

く、模倣品に対しても権利行使がし易いものとなった。

3 .「G - S H O C K」の模倣品の分類化

商品が売れると出現し売れないと不思議と出現しない

のが模倣品であるが、「G - S H O C K」の場合も例外では

なく、最初は全然売れなかったので模倣品も出なかった。

1 9 9 1年頃から海外で出回りはじめ、大量に出現し出した

のは大ブームとなった1 9 9 7年前後がピークである。どの

位の模倣品が世界中で出回っていたかは計測しようがな

いが、経験則ではピーク時には当社の売れ筋機種の販

売数量の数倍は出ていたらしい。1 9 9 7年の「G - S H O C K」

の国内販売数量が約2 4 0万本であったことから、もしそ

の数倍の模倣品が全機種について出回っていたと仮定す

ると、膨大な数の模造品が国内に蔓延していたことにな

り、海外も合わせると創造を絶する数量となる。

では、「G - S H O C K」の模倣品を商標・意匠の観点か

ら以下のように分類化して説明する。

1）商標盗用

当初は「G - S H O C K」ブランドを使用しデザインも全

く同一なデッドコピーが圧倒的に多く、当社の取締りが

厳しくなってきた1 9 9 5年頃からは、デザイン模倣品に

「G - S H O C K」ブランドは製造国では入れずに各販売国

で通関後に印刷をするものや、「C - S H O C K」、「S -
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S H O C K」、「D - S H O C K」、「X - S H O C K」など、「G -

S H O C K」と類似するネーミングを使用する模倣品が多

くなってきた（図4～7）。

2）デザイン模倣

バンドも含めて時計全体をそっくりそのまま模倣するデ

ッドコピーが圧倒的に多い。1 9 9 5年頃から意匠権を回避

するかのように、時計本体はデッドコピーでバンドのみデ

ザインを変更したり、表示部分のデザインを変更するもの

や、デジタル表示から針式のアナログ表示に変更したもの

が出現した。またもっと巧妙になると、当社の数モデルの

特徴部をそれぞれ取り込んだものが出現する始末である。

3）便乗商品

「G - S H O C K」を使用した衣類、靴、バック、帽子な

どが国内外で多数出回ったが、当時は未だこれら商品に

関しては商標出願中で登録とはなっておらず、また

「G - S H O C K」の著名性も未だ微妙な段階だったので対

策には頭を悩ませた（図8）。

4）冒認出願

「G - S H O C K」を出願してない国において「 G -

S H O C K」を商標登録して模倣品を販売し、当社真正品

を商標権を侵害する模倣品であるとして行政当局に訴え

たり、また「G - S H O C K」を時計以外の商品分野に国内

外で商標出願したりするものもいた。意匠に関しては、

最近のように模倣品業者が自ら出願して権利化をするよ

うな事例はこの当時は見つかっていない。

4 .「G - S H O C K」の権利防衛

これら模倣品に対して当社が手がけた権利化プロセス

の一例を紹介する。

1）早期権利化

当社は約2 0年前に大変苦い経験がある。それは厚さ

わずか3 . 9 m mでバンドと時計本体とを一体成型した超

薄型デジタルウォッチ「ペラ」が大ヒットして模倣品が

多量に出回ったが、当時は登録までに3年位かかり未だ

早期審査のような制度や運用がなかったため、結局十分

な知財権の活用ができず模倣品対策が後手に回ってしま

ったことである。それ以来、模倣品に対しては商標権や

意匠権で即応できるように商品発売開始までには登録と

なるようなタイミングで国内外の出願の早出しを徹底し

ている。また「ペラ」以降各国では早期審査制度や運用

が導入されるようになってきたため積極的に活用してい

る。最近、日本では喜ばしいことに庁の多大なご努力で

審査は極めて早くなり、意匠ではF A 7ヶ月台となった

図4 真正品（DW-8800） 図5 模倣品（デッドコピー）

図6 模倣品（C-SHOCK） 図7 模倣品（S-SHOCK） 図8 模倣品（靴）
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水際阻止が効果的であるかがお分かりいただけたかと思

う。また、模倣品がいかに早くかつ大量に出回ってくる

かをご理解いただけたかと思う。

次に、税関で疑義貨物が差し押さえられた際にいかに

真偽判断を早くかつ確実にやるかが問題となるため、判

断ポイントを整理したマニュアルの作成や日々のメンテ

が大事である。デッドコピーのように全く同一の商標や

意匠なら良いが、類似するものとなると判断が難しくな

るので弁理士や特許庁の判断を仰ぐこととなる。当社で

も先に説明した「 C - S H O C K」、「S - S H O C K」「D -

S H O C K」、「X - S H O C K」などの「G - S H O C K」類似商

標を付けた模倣品が税関で止まった際に特許庁に判定請

求を求め、これらは「G - S H O C K」の権利範囲に属する

との英断のお墨付きをいただいて模倣品を排除していた

だいたありがたい経験がある。

当社では日本以外でも中国、東南アジア、中南米、欧

州の主要国において積極的に税関による水際対策を講じ

ている。

このように、国内外で税関による水際阻止、警告、展

示会異議申し立て、差し押さえなどの模倣品対策を執拗

に行った結果、当社の毅然とした姿勢が模倣業者に伝わ

ったらしく、1 9 9 7年の花盛りを最後にして現在、日本

国内では「G - S H O C K」の模倣品は店頭からほぼ一掃さ

れてなくなり、また海外でも激減してきたと思われる。

最近の傾向としては、模倣品業者が自ら近似した商標権

や意匠権を自ら所有しているケースや流通ルートや販売場

所が特定し難いインターネット・モールやオークションな

どによる模倣品の販売が増えてきており、これら新たなタ

ーゲットへの知財戦略の組み立てが重要と考える。

6 .今後の制度改正に望むもの

特許庁意匠課が作成した意匠制度説明ビデオ「実りあ

るデザインの世紀に向かって」の一節において、約5 0

年前に当時外務大臣だった藤山愛一郎氏が英国に行った

際に、日本はデザイン模倣品を作っているとのクレーム

もあってデザイン創作奨励のためにできた制度の一つが

「Gマーク（グッドデザイン）制度」であるとの説明が

ある。日本は約5 0年前の海外製品を模倣していた時代

から現在は模倣される時代に突入した。しかも模倣品は

商標やデザインが全く同一なデッドコピーの段階から、

近似したイメージを盗用した商標や意匠で、かつ国によ

っては商標権や意匠権で武装した「知財コンペチタ」の

時代に突入したと言ってもいいと考える。日本のデザイ

ン力やブランド力も国際的に誇れるものに十分成長して

きたので、日本の国際的な競争力強化の一ツールとして

活用する時が到来したものと考える。

そのためには、従来の狭くて小さな権利による保護で

は不十分で、海外の模倣品の追従を許さないためにも更

に強くて広い権利の付与を希望する。例えば、商標では

模倣品業者のターゲットとなるハウスマークや知れ渡っ

たブランドなど著名商標の手厚い保護や、意匠に関して

は製品デザイン保護中心から意匠制度の特徴を生かして

創作性の高い意匠やデザインコンセプトを手厚く保護す

るような制度改正や運用強化を希望する。

また出願人は営業やデザインからあがってくるネーミ

ングやデザインの提案を均一に対応しているわけではな

く、費用対効果を見ながら選択と集中による出願戦略を

講じている。したがって、出願人サイドからすれば単一

な制度ではなく、それぞれの目的や事業としての重要度

に応じていくつかの保護制度、いくつかの料金体系、い

くつかの意匠図面などの作図方法のなかから適したもの

を選択して出願戦略を組めるような選択肢の多い制度の

創設をお願いしたい。
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